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福島県木造住宅耐震診断（一般診断法）実施要領（平成 22年 5月 10日）新旧対照表 

改正 現行 

 

福島県木造住宅耐震診断（一般診断法）実施要領 

 

平成 22年５月 10日 制定 

令和６年７月３１日 改正 

 

第１章 総則 （省略） 

 

第２章 現地調査業務 （省略） 

 

第３章 評価判定業務 （省略） 

 

第４章 報告書作成業務 

 

（報告書） 

第１９条  

 

(1) ～ (6) （省略） 

(7) 補強計画 耐震診断の結果、耐震基準を満たさない住宅について

は、耐震性を向上させる壁・柱等の補強箇所や概算工事費等を示

した「耐震補強計画報告書」（様式７－１又は７－２）を作成す

る。 

 

 

福島県木造住宅耐震診断（一般診断法）実施要領 

 

平成 22年５月 10日 制定 

令和４年８月３０日 改正 

 

第１章 総則 （省略） 

 

第２章 現地調査業務 （省略） 

 

第３章 評価判定業務 （省略） 

 

第４章 報告書作成業務 

 

（報告書） 

第１９条  

 

(1) ～ (6) （省略） 

(7) 補強計画 耐震診断の結果、耐震基準を満たさない住宅について

は、耐震性を向上させる壁・柱等の補強箇所や概算工事費等を示

した「耐震補強計画報告書」（様式７       ）を作成す

る。 
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第２０条 ～ 第２１条 （省略） 

 

 

第５章 耐震診断者派遣機関の業務 （省略） 

 

第６章 その他 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 １～５ （省略） 

 

様式 ６ （欠番） 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条 ～ 第２１条 （省略） 

 

 

第５章 耐震診断者派遣機関の業務 （省略） 

 

第６章 その他 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 １～５ （省略） 

 

様式 ６ （欠番） 
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新設 
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